
 

 

新型コロナウイルス緊急対策本部の設置について 
 

全 国 知 事 会  

 

全国知事会は、今般の新型コロナウイルスの流行に対応するため、令和 2 年 1 月 30

日に「新型コロナウイルス緊急対策会議」を設置し、2 月 5 日及び 7 日に政府与党及

び総理官邸に対し緊急要請を行い、さらに 21 日には国内での感染者の増加等の状況

を踏まえた第 2 弾の要請を政府与党、厚生労働大臣、総務大臣等に対して行ってまい

りました。 

その後も、国内感染者の死亡や医療従事者の感染、感染経路が不明な感染者が相次

いで確認されるなど、感染拡大の様相を呈してきています。 

そうした中、国は、2 月 25 日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を示

されました。 

全国知事会は、こうした状況を踏まえ、「緊急対策会議」から、全都道府県参加の

もと、国及び市町村とも連携した「新型コロナウイルス緊急対策本部」を設置します。 

今後、国、都道府県、市町村、医療機関等の相互連携・協力を一層図り、国と地方

が一致してさらなる感染拡大防止に向けた対策を展開してまいります。 

 

【名 称】新型コロナウイルス緊急対策本部 

 

【設置日】令和２年２月２５日（構成員変更 令和２年３月５日） 

 

【構成員】 

（本  部  長）飯泉徳島県知事（全国知事会会長） 

（副本部長・本部長代行）平井鳥取県知事（全国知事会社会保障常任委員会委員長） 

（副 本 部 長）西脇京都府知事（全国知事会総務常任委員会委員長） 

（ 〃  ）黒岩神奈川県知事（全国知事会危機管理･防災特別委員会委員長） 

（本  部  員）本部長、副本部長を除く４３都道府県知事 

総 務 省 大臣官房  藤野企画課長 

自治行政局 足達地域政策課長 

自治財政局 新田調整課長 

厚生労働省 医政局   迫井審議官 

            鈴木地域医療計画課長 

      健康局   吉永審議官 

            日下結核感染症課長 

（幹 事 長）全国知事会   事務総長 

（幹   事）全国知事会   事務局次長 

       全国市長会   事務局次長 

       全国町村会   事務局次長 

       指定都市市長会 事務局長 

中核市市長会  事務局長 

（事 務 局）全国知事会 


